
 
資料 2 

実施規則 第 2 章における 認証取得者の権利・義務の明確化等  

（１）修正の主なポイント 

①認証取得者の権利・義務が複数の条文に混在していたため整理  (             ) 

②不正使用等の義務違反の深刻さの度合い（期間経過後の使用と、それ以外の期間内における不正使用等）による対応措置の軽重明確化 (           ) 

③認証取得者の権利・義務違反に関する認証センターの手続き及びその効果（不正の疑義がある際の調査、是正勧告、取消し、精算金支払い等の措置）のフ

ローが不明確であったため整理  (         ) 

 

（２）図解 

【旧実施規則（問題点）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 条 認証に伴う結果と発生する権利 

認証に伴う結果として認証センターが行う行為（認証書の発行）と、

認証取得者の権利の内容が混在。 

 

【新実施規則（上記に関する改訂点のみ抜粋）】 

19 条 認証の効果（認証取得者の権利を含む） 

認証に伴う結果として認証取得者が得られる権利（認証の事実の公

表等）のみの記述へ。認証書の発行等は新 17 条へ。 

26 条 損害金の支払義務 

新 25 条で定めた義務違反のうち、追加的に損害金を要する場合

を明確化。 

27 条 その他認証の取消事由 

義務違反のうち最も重く、是正勧告を要さない取消し事由を記

載。 

20 条 認証等の有効期間 

認証取得者の義務の記載内容が、旧 25 条第 1 項（2）の内容と重複。

があるが、その他の条文と読みあわせても、義務違反の結果が不明確。 

24 条 認証案件の管理 

認証センターによる案件の適正管理等の行為に関する記述と、認証取

得者の義務の内容が混在。また、そのために認証取得者の義務の明確

化が不十分。 

25 条 認証の取消 

取消し事由の深刻さの度合いが不明確な羅列となっており、その度合

いに伴う取消に伴うその他の措置（調査実費支払いや、その他精算金

の請求等が不明確）の対応等のフローが不明確。 

26 条 報告義務 

認証取得者の、申請書への虚偽の記載（義務違反の一種）について、

旧 25 条第 1 項(1)と内容が重複。報告義務違反の際の認証センターの

措置が旧 25 条、27 条と重複。 

27 条 カーボン・オフセットラベルの不正使用の禁止 

認証取得者の、ラベルの適正使用についての義務が、旧 25 条第 1 項

(2)と内容が重複。報告義務違反の際の認証センターの措置が旧 25 条、

26 条と重複。 

 

 

24 条 認証取得者の義務 

認証取得者の義務に関する記述を統一することにより、義務の明確 

化 

25 条 是正勧告およびそれに伴う措置 

認証センターによる案件の適正管理内容を明記するとともに、新

24 条で定めた義務違反による是正勧告、それに従わなかった場合

の取消し等の措置への流れを明確化。 


